
 

 

神奈川県土地家屋調査士会 

境界問題相談センターかながわ 

相談手続等実施規程 

 

平成 21 年 3 月 25 日制定 

 

目 次 

 

第１章 総則(第１条－第２条) 

第２章 通則(第３条－第９条の２) 

第３章 相談手続 

 第１節 相談手続の申込み等(第 10条－第 12 

条) 

 第２節 担当相談員の選任等(第 13条－第 16 

条) 

 第３節 相談の実施(第 17 条－第 19 条) 

第４章 調停手続 

 第１節 調停手続等の申立て等(第 20 条－第

24 条) 

 第２節 相手方の依頼の確認(第 25条－第 28 

条) 

 第３節 担当調停員の選任等(第 29条－第 32 

条) 

 第４節 担当調停員の忌避(第 33 条－第 36

条) 

 第５節 調停手続の進行(第 37 条－第 45 条) 

 第６節 調停手続の終了(第 46 条－第 50 条) 

第５章 資料調査及び測量・鑑定手続(第 51 条

－第 58 条) 

第６章 相談手続等に関する記録(第 59 条－第

65 条) 

第７章 苦情の取扱い(第 66 条－第 69 条) 

第８章 その他(第 70 条－第 71 条) 

附則 

 

第１章 総 則 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、境界問題相談センターか

ながわ規則（以下「規則」という。）第 38

条第 1 項の規定に基づき、規則を実施するた

めに必要な事項を定める。 

（用語） 

第２条 この規程において使用する用語は、特

に定めがある場合を除き、規則、不動産登記

法（平成 16 年法律第 123 号）及び裁判外紛争

解決手続の利用の促進に関する法律（平成 16

年法律第 151 号）において使用する用語の例

による。 

 

第２章 通 則 

 

（相談手続等の対象） 

第３条 境界紛争の当事者（境界紛争の対象と

なる土地の所有権登記名義人等（不動産登記

法第 123 条第 5 号に規定する所有権登記名義

人等をいう。以下同じ。）又はこれに準ずる

ものとしてセンター長が相当と認める者に限

る。）は、相談手続の申込みをし、又は調停

手続の申立てをすることができる。 

２ 相談手続及び調停手続（以下「相談手続等」

という。）は、神奈川県に所在する土地に係

るものを対象として実施する。ただし、次の

各号に掲げる場合であって、運営委員会が相

談手続等を実施することが相当と認めるとき

は、これ以外の土地に係るものであっても相

談手続等を実施することを妨げない。 

 (1) 境界紛争の対象となる土地が神奈川県に

所在する土地と隣接する土地であるとき。 

 (2) 境界紛争の当事者のいずれかが神奈川県

に住所を有するとき。 

 (3) 境界紛争の当事者の双方が相談手続等の

実施を希望しているとき。 

 (4) 前 3 号に掲げるもののほか、境界紛争の

経緯、当事者の希望その他の事情から見て

センター長が相談手続等を実施することが

相当と判断したとき。 

（非公開）  

第４条 相談手続等は、次の各号に掲げる場合

を除き、公開しない。 

 (1) 規則第 30条第 2項の規定により相談手続

等の概要を公開するとき。 

 (2) 第 65条第 1項の規定により境界紛争の当

事者（当事者であった者及び第 44 条第 1

項に規定する利害関係人を含む。）からの

請求に応じて第 6 章に規定する記録の一部

若しくは全部を閲覧又は謄写させるとき。 



 

 

 (3) 相談手続等を適正に実施させるため、運

営委員、相談員及び調停員に対し、第 6 章

に規定する記録の一部又は全部を公開する

とき。 

 (4) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す

る法律、民事訴訟法（平成 8 年法律第 109

号）その他の法令の規定により第 6 章に規

定する記録の一部又は全部を開示する必要

があるとき。 

（代理人） 

第５条 相談手続等は、弁護士、土地家屋調査

士（土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228

号）第 3 条第 2 項に規定する土地家屋調査士

が受任したものであって弁護士が同一の依頼

者から受任している場合に限る。）、司法書

士（司法書士法（昭和 25 年法律第 197 号）第

3 条第 2 項に規定する司法書士であって境界

紛争の目的の価額が裁判所法（昭和 22 年法律

第 59 号）第 33 条第 1 項第 1 号に定める額を

超えない場合に限る。）その他法令の規定に

より相談手続等における行為をすることがで

きる者でなければ代理人となることができな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、センター長（相

談員又は調停員を選任した後は当該相談員又

は主任調停員（第 37 条第 2 項に規定する調停

員をいう。次条において同じ。）。以下この

条において同じ。）が境界紛争の当事者（以

下「当事者」という。）の権利利益の保護及

び相談手続等の円滑な進行のために相当と認

めるときは、当事者の申請に基づき、当事者

の指定する者を代理人として許可することが

できる。 

３ センター長は、前項の規定により許可され

た代理人が当事者の権利利益を害し、又は相

談手続等の円滑な進行を妨げるおそれがある

と認めるときは、同項に規定する許可を取り

消すことができる。 

４ 第 2 項の規定により代理人の申請をしよう

とする当事者は、次の各号に掲げる事項を記

載した申請書をセンター長に提出して、その

申請をしなければならない。 

 (1) 当事者の氏名 

 (2) 代理人の氏名、住所、連絡先（電話番号、

ファクシミリ番号及び電子メールアドレス

をいう。以下同じ。）及び当事者との関係 

５ センター長は、前項に規定する申請書が提

出されたときは、速やかにその内容を審査し、

当事者が指定する者を代理人として許可し、

又は許可しない決定をするとともに、その内

容を記載した書面を作成し、その書面を当事

者に交付し、又は送付しなければならない。 

６ 当事者は、代理人を選任したとき（前項の

規定により許可された場合を含む。）は、速

やかにその代理権限を証する書面をセンター

長に提出しなければならない。 

（補佐人） 

第６条 主任調停員は、当事者の権利利益の保

護及び相談手続等の円滑な進行のために相当

と認めるときは、次の各号に掲げる者が補佐

人として当事者又は代理人とともに調停期日

に出席することを許可することができる。 

 (1) 当事者の三親等内の姻族又は同居の親族 

 (2) 境界紛争の対象となる土地が共有である

場合における当事者以外の共有者 

 (3) 境界紛争の経緯その他の事情に精通する

者として当事者が指定する者 

２ 補佐人は、出席した調停期日において、主

任調停員の承認を得て、発言することができ

る。 

３ 主任調停員は、補佐人が当事者の権利利益

を害し、又は相談手続等の円滑な進行を妨げ

るおそれがあると認めるときは、前項に規定

する許可を取り消すことができる。 

（通知） 

第７条 相談手続等に関する通知は、この規程

において、書面を当事者に直接手交し、又は

配達証明郵便により送付する方法によるもの

としているものを除き、次の各号に掲げる方

法により行うものとする。 

 (1) 相談期日、調停期日その他の日において、

通知すべき事項を当事者の面前で口頭によ

り告げる方法 

 (2) 当事者の住所（当事者が指定する送付先

がある場合はその送付先）に通知すべき事

項を記載した書面を普通郵便又はこれに準

ずるもので送付する方法 

 (3) 通知すべき事項を、電話を用いて口頭に



 

 

より告げる方法 

 (4) 通知すべき情報を、ファクシミリ装置を

用いて送信し、又は電子計算機を用いて電

磁的記録を送信する方法 

２ 前項各号に規定する方法により通知をした

者は、当該通知の内容及びその方法（電話を

用いて口頭で告げる方法により通知をした場

合は、その通話者の氏名及び当事者との関係

を含む。）を第 59 条第 4 号に規定する相談手

続記録又は同条第 5 号に規定する調停手続記

録に記録するものとする。 

３ 書面を当事者に直接手交する方法により相

談手続等に関する通知をするときは、当該当

事者から受領書を提出させ、又は第 59 条第 4

号に規定する相談手続記録又は同条第 5 号に

規定する調停手続記録に受領印を押させなけ

ればならない。 

４ 相談手続等に関する通知は、当事者が代理

人を選任したときは、その当事者から申出が

ある場合を除き、その代理人に対してするこ

とができる。 

５ 相談手続等に関する通知であって、この規

程において配達証明郵便により送付する方法

によるものとしているものについては、送信

先の電子メールアドレスが通知の相手方のも

のであると確認できた場合は、次の 3 つの方

法のいずれかにより電子メールにより通知す

ることができる。 

 (1) 到達確認メールによる方法 

  相手方から電子メールで到達事実及び日時

をメールで受信する方法 

  (2) 電話による確認方法 

相手方に到達事実及び日時を電話で確認

し、その旨を適切に記録化する方法 

  (3) その他これらに準じる方法 

（資料の取扱い） 

第８条 相談手続等に関しセンターに提出され

た資料は、第 59 条第 4 号に規定する相談手続

記録又は同条第 5 号に規定する調停実施記録

に編綴して保管するものとする。 

２ 相談手続等に関する資料を提出した者から

当該資料の返還を求められたときは、その写

しを作成し、当該資料の返還を求めた者に返

還する。この場合において、資料の写しは、

第59条第4号に規定する相談手続記録又は同

条第 5 号に規定する調停実施記録に編綴して

保管するものとする。 

３ 第 5 章に規定する資料調査及び測量・鑑定

において収集し、又は作成された資料は、相

談員又は調停員が特段の理由があると認める

場合を除き、その写しを当事者に交付するも

のとする。 

４ センター長は、相談手続等に関しセンター

に提出された資料又は第 5 章に規定する資料

調査及び測量・鑑定において収集し、若しく

は作成された資料について、不動産登記法第

138 条の規定により法務局又は地方法務局の

長から提出を求められたときは、当該資料を

提出した者（資料調査及び測量・鑑定手続に

おいて作成された資料については双方の当事

者）が同意する場合に限り、その求めに応じ

当該資料を提出するものとする。 

（不当な影響の排除） 

第９条 相談員及び調停員は、相談手続等の実

施に関し、本会の役員及び職員、当事者その

他の者から不当な影響を受けたときは、速や

かにその旨及び内容をセンター長に報告しな

ければならない。 

２ センター長は、前項に規定する報告を受け

たときは、不当な影響を及ぼしている者に対

し、不当な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれ

のある行為をやめるよう勧告することその他

不当な影響を排除するために必要な措置を講

じなければならない。 

３ センター長は、前項に規定する措置を講じ

るに際し相当と認めるときは、運営委員会を

招集し、その審議をさせることができる。こ

の場合において、センター長は、運営委員会

が決定した措置事項に従い、前項の規定によ

る措置を講じなければならない。 

（他の土地家屋調査士会ＡＤＲセンターとの協

定） 

第９条の２ 神奈川県土地家屋調査士会は、電

話、ウェブ会議システム等の通信手段を利用

した相談手続（以下「オンライン相談」とい

う。）及び調停手続（以下「オンライン調停」

という。）を行うため、他の土地家屋調査士

会ＡＤＲセンターが所属する土地家屋調査士



 

 

会との間で協定を結ぶことができる。 

 

第３章 相談手続 

第１節 相談手続の申込み等 

 

（申込み） 

第 10 条 相談手続の申込みをしようとする当

事者（以下、相談手続の申込みをした者を含

め「申込人」という。）は、次の各号に掲げ

る事項を記載した相談申込書をセンターに提

出して、その申込みをしなければならない。 

 (1) 申込人の氏名又は名称（法人である場合

には、代表者の氏名を含む。以下同じ。）、

住所及び連絡先 

 (2) 代理人を選任したときは、その代理人の

氏名（第 5 条第 2 項の規定により許可され

た者が代理人であるときは、申込人との関

係を含む。）、住所及び連絡先 

 (3) 境界紛争の対象となる土地の所在及び地

番 

 (4) 相談手続の申込みの趣旨及び境界紛争の

概要 

２ 相談申込書には、次の各号に掲げる書類を

添付しなければならない。 

 (1) 境界紛争の対象となる土地の登記事項証

明書 

 (2) 申込人が所有権登記名義人又は表題部所

有者の相続人その他の一般承継人であって

その旨の登記をしていないときは、その事

実を証する書類 

 (3) 申込人が法人であるときは、その代表者

の資格を証する書面 

３ 申込人は、相談申込書を提出するに際し、

参考資料（境界紛争の対象となる土地又はこ

れに隣接する土地の筆界特定書、地図（地図

に準ずる図面を含む。）の写し、地積測量図

の写しその他当該土地の位置、形状又は境界

標の有無が記載されている図面その他の資料

をいう。以下同じ。）を有しているときは、

これをセンターに提出しなければならない。 

４ センター長は、申込人が相談申込書を提出

するに際し、相談手続を実施するのに必要な

参考資料のすべてが提出されていないと認め

るときは、その参考資料を特定して申込人に

提出を求めることができる。この場合におい

て、申込人が参考資料を提出することが困難

と認められるときは、第 51 条に規定する資料

調査について説明をするものとする。 

５ 申込人は、相談申込書を提出するときは、

別に定める手数料を納付しなければならな

い。 

（相談手続の拒否）   

第 11 条 センター長は、相談申込書が提出され

た場合であっても、次の各号のいずれかに該

当するときは、相談手続の実施を拒否するこ

とができる。 

 (1) 申込みに係る紛争が第 3 条に規定する相

談手続等の対象でないとき。 

 (2) 前条第 2 項第 1 号に規定する書類及び同

条第 3 項の規定によりセンター長が提出を

求めた参考資料のすべてが提出されていな

い場合であって、申込人から第 51 条の規定

による調査の実施が依頼されていないと

き。 

 (3) 前条第 2 項第 2 号又は第 3 号に規定する

場合であって、当該各号に規定する書類が

提出されていないとき。 

 (4) 第 5 条第 2 項に規定する許可をしていな

い者（同条第 1 項に規定する者を除く。）

が代理人として相談申込書に記載されてい

るとき。 

 (5) 申込みに係る境界紛争について、その当

事者のいずれかが訴えを提起していると

き。 

 (6) 別に定める手数料が納付されないとき。 

２ センター長は、前項の規定により相談手続

の実施を拒否するときは、その旨を記載した

書面を作成して、その書面を申込人に手交し、

又は送付しなければならない。ただし、申込

人の面前でその旨を告げたときは、この限り

でない。 

３ センター長は、第 1 項の規定により相談手

続の実施を拒否したときは、相談申込書その

他申込人から提出されたすべての書類を前項

に規定する書面とともに、申込人に返還する

ものとする。この場合において、その返還の

方法は、申込人に手交する場合を除き、配達



 

 

証明郵便により送付する方法によるものとす

る。 

４ センター長は、前項の規定により相談申込

書その他申込人から提出されたすべての書類

を返還するときは、それらの写しを作成し、

その写しを第59条第4号に規定する相談手続

記録に編綴して保存するものとする。 

５ センター長は、第 1 項第 1 号の規定により

相談手続の実施を拒否した場合において、申

込みに係る紛争を解決するものとして適切と

認める紛争解決手続があるときは、申込人に

対しその紛争解決手続を実施する機関・団体

を紹介するよう努めるものとする。 

（相談手続の開始） 

第 12 条 センター長は、相談手続の申込みが、

前条第 1 項各号のいずれにも該当しないとき

は、これを受け付けるものとする。 

２ センター長は、相談手続の申込みを受け付

けたときは、速やかにその旨を申込人に通知

しなければならない。 

３ 相談手続は、第 1 項の規定によりその申込

みを受け付けた時に開始する。 

 

第２節 担当相談員の選任等 

 

（担当相談員の選任） 

第 13 条 センター長は、相談手続が開始したと

きは、速やかに相談員候補者名簿に記載され

ている者のうちから、申込みに係る案件を担

当するのに適任と思料する者であって次条第

1 項各号に掲げる事由のいずれにも該当しな

いものを担当相談員として選任するものとす

る。 

２ 担当相談員は、調査士相談員（土地家屋調

査士である相談員をいう。）及び弁護士相談

員（弁護士である相談員をいう。）のうちか

ら、それぞれ 1 人を選任するものとし、これ

らの者が合議して相談手続を実施するものと

する。 

３ センター長は、担当相談員に対し、相談申

込書、参考資料その他の申込人から提出され、

及びセンターにおいて保管している書類を貸

与して相談手続の実施を委任するものとす

る。この場合において、担当相談員は、正当

な理由があるときを除き、その受任を拒んで

はならない。 

４ センター長は、担当相談員を選任したとき

は、速やかにその担当相談員の氏名を記載し

た書面を作成して、その書面を申込人に手交

し、又は送付するものとする。 

（相談員の除斥等） 

第 14 条 センター長は、相談員候補者が、次の

各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき

は、担当相談員に選任してはならない。 

  (1) 相談員候補者又はその配偶者若しくは配

偶者であった者が当事者であるとき、又は

申込みに係る事案（以下この項において「事

案」という。）について当事者と共同権利

者、共同義務者若しくは償還義務者の関係

にあるとき。 

  (2) 相談員候補者が当事者の四親等内の血  

族、三親等内の姻族若しくは同居の親族で

あるとき、又はあったとき。 

  (3) 相談員候補者が当事者の後見人、後見監

督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助

監督人、任意後見人、任意後見監督人であ

るとき、又はあったとき。 

  (4) 相談員候補者が事案について証人又は鑑

定人となったとき。 

  (5) 相談員候補者が事案について当事者の代

理人又は補佐人であるとき、又はあったと

き。 

  (6) 相談員候補者が境界紛争の対象となる土

地の筆界特定の手続において、筆界調査委

員として指定された者であるとき、又はあ

ったとき。 

  (7) 相談員候補者が事案について第 53 条第 1 

項に規定する調査員又は第56条第1項に規

定する鑑定等実施員に指名された者である

とき、又はあったとき。 

２ センター長は、担当相談員を選任するにつ

いてその選任を予定する相談員候補者に対

し、あらかじめ前項各号（第 7 号を除く。）

に掲げる事由の該当の有無を書面により確認

するものとする。 

３ 担当相談員は、第 1 項各号に掲げる事由の

いずれかに該当することとなったときは、直

ちにセンター長にその旨を報告しなければな



 

 

らない。この場合において、センター長は、

当該担当相談員を直ちに解任しなければなら

ない。 

（担当相談員の辞任等） 

第 15 条 担当相談員は、正当な理由があるとき

は、辞任することができる。 

２ センター長は、担当相談員が次の各号に掲

げる事由のいずれかに該当するときは、当該

担当相談員を解任しなければならない。 

 (1) 前条第 1 項各号に定める事由のいずれか

に該当したとき。 

 (2) 担当相談員が法律上又は事実上その職務

を遂行することができなくなったとき。 

３ センター長は、担当相談員が次の各号に掲

げる事由のいずれかに該当するときは、運営

委員会の決議に基づき、当該担当相談員を解

任することができる。 

 (1) 前条第 1 項各号に定める事由のいずれか 

に該当するおそれがあるとき。 

 (2) 担当相談員の心身の状態がその職務を遂

行するのに耐えられないとき。 

 (3) センター長が担当相談員に対しその職務

の遂行を勧告したにもかかわらず、相談手

続を不当に遅滞させたとき。 

４ センター長は、前項第 2 号又は第 3 号の規

定により担当相談員を解任するときは、当該

担当相談員に対し、弁明の機会を付与しなけ

ればならない。 

（後任の担当相談員） 

第 16 条 センター長は、担当相談員が辞任し、

又は担当相談員を解任したときは、速やかに

その後任の担当相談員を選任しなければなら

ない。 

２ 第 13 条の規定は、前項の規定により後任の

担当相談員を選任する場合について準用す

る。 

 

第３節 相談の実施 

 

（相談期日） 

第 17 条 センター長は、担当相談員を選任した

ときは、申込人及び担当相談員と調整して、

遅滞なく、第 1 回の相談期日の日時及び場所

を決定するものとする。 

２ 第 2 回以降の相談期日を開催するときは、

その日時及び場所は、担当相談員が申込人と

調整して決定するものとする。 

３ 相談期日の場所は、センターの業務を行う

事務所とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合においては、当該各号に定める場所に

おいて相談期日を開催することができる。 

 (1) 申込人が希望する場所がある場合であっ

て担当相談員の日程、申込人の負担の度合

いその他の事情から見てセンター長が相当

と認めるときは、その希望する場所 

(2) 申込人の希望があり、かつセンター長が

相当と認める場合であって、オンライン相

談を行う場合は、その希望する場所 

５ センター長は、第 1 項及び第 2 項の規定に

より相談期日を決定したときは、その日時及

び場所を記載した書面を作成して、その書面

を申込人及び担当相談員に手交し、又は送付

（電子メールを使用して送信する方法を含

む。）しなければならない。ただし、第 2 項

の規定により担当相談員が相談期日の日時及

び場所を決定した場合であって、その日時及

び場所を相談期日において通知しているとき

は、この限りでない。 

（相談の実施） 

第 18 条 担当相談員は、特別の理由がある場合

を除き、第 1 回の相談期日で相談を終了させ

るものとし、その時間は 2 時間以内とするよ

う努めるものとする。 

２ 担当相談員は、第 1 回の相談期日の開始に

際して、申込人に対し相談手続の概要を説明

しなければならない。 

３ 相談は、担当相談員の合議により実施する

ものとする。 

（相談手続の終了） 

第 19 条 相談手続は、次の各号のいずれかに該

当するときに終了する。 

 (1) 相談期日において担当相談員が相談手続

の終了を宣言したとき。 

 (2) 申込人が正当な理由なく相談期日に欠席

したとき。 

２ 担当相談員は、相談手続が終了した場合で

あって、その案件が調停手続を実施すること



 

 

が相当と認めるときは、申込人に対し、調停

手続を実施することを勧めることができる。

この場合において、担当相談員は、申込人に

対し、第21条第1項に規定する書面を交付し、

同項各号に掲げる事項を説明するよう努める

ものとする。 

３ 担当相談員は、前項の規定による説明をし

たときは、申込人に対し、その説明を受けた

旨を記載した書面を提出するよう協力を求め

るものとする。 

４ 担当相談員は、申込人が第 22 条第 1 項に規

定する調停申立書の作成に際し、その補助が

必要であると認められるときは、同項第 5 号

に規定する事項を申込人から聞き取り、調停

申立書に記載することができる。この場合に

おいて、担当相談員は、自らが調停申立書に

記載した内容を申込人に読み聞かせ、同意を

得なければならない。 

 

第４章 調停手続 

第１節 調停手続の申立て等 

 

（相談手続の前置） 

第 20 条 調停手続は、前章に規定する相談手続

が実施されたものでなければ、これを実施し

ない。ただし、次の各号に掲げる場合であっ

て、速やかに調停手続を実施することが相当

であるとセンター長が認めたときは、この限

りでない。 

 (1) 第 5 条第 1 項に規定する者が代理人とし

て選任されているとき。 

 (2) 申込人が、弁護士会、本会以外の土地家

屋調査士会その他の団体において相談手続

と同等の相談を受けているとき。 

 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、申込人が有

する境界紛争についての知識及び能力、境

界紛争の解決に向けた相手方との交渉の程

度その他の事情から見て、相談手続を実施

する必要がないと認められるとき。 

（申立人に対する説明）  

第 21 条 センター長は、調停手続の申立てをし

ようとする当事者（以下、調停手続の申立て

をした者を含め「申立人」という。）に対し、

第23条第1項の規定による調停手続の申立て

の受理に先立ち、次の各号に掲げる事項を記

載した書面を交付し、又はこれを記録した電

磁的記録を提供して、当該各号に規定する事

項を説明しなければならない。ただし、第 19

条第 2 項の規定により担当相談員が説明をし

ている場合は、この限りでない。 

 (1) 第 3 節に規定する担当調停員の選任に関

する事項 

 (2) 調停手続の実施に関し当事者が本会に納

付する費用に関する事項 

 (3) 調停手続の開始から終了に至るまでの標

準的な手続の進行（第 5 章に規定する資料

調査及び測量・鑑定手続の概要を含む。） 

  (4) 特定和解に関する事項 

 (5) 調停手続において陳述される意見若しく

は提出され若しくは提示される資料に含ま

れ、又は第 59 条第 5 号に規定する調停手続

記録（第 64 条第 4 項の規定により調停手続

記録に編綴して保存するとされている相談

手続記録を含む。）に記載されている当事

者又は第三者の秘密の取扱いの方法 

 (6) 当事者が調停手続を終了させるための要

件及び方式 

 (7) 第 49条第 1項に規定する調停員会が調停

手続によっては当事者間に和解が成立する

見込みがないと判断したときは、速やかに

調停手続を終了し、その旨を当事者に通知

すること。 

 (8) 当事者間に和解が成立した場合には和解

契約書を作成すること及びその作成者、通

数その他和解契約書の作成に係る概要 

 (9) 和解契約書及び手続実施記録の保存期

間、閲覧及び謄写（和解契約書については

原本に相違ない旨を記載した謄本の交付）

に関する事項 

 (10) 前各号に掲げるもののほか、運営委員会

が別に定める事項 

２ センター長は、前項各号に規定する事項を

記録した電磁的記録を申立人に提供した場合

であって、申立人から同項各号に規定する事

項を記載した書面の交付を求められたとき

は、申立人に対し、その書面を交付しなけれ

ばならない。 



 

 

３ センター長は、第 1 項に規定する説明をし

たときは、申込人に対し、その説明を受けた

旨を記載した書面を提出し、又はその旨を記

録した電磁的記録を提供するよう協力を求め

るものとする。 

（調停手続の申立て） 

第 22 条 申立人は、次の各号に掲げる事項を記

載した調停申立書をセンターに提出して、そ

の申立てをしなければならない。 

 (1) 当事者の氏名又は名称、住所及び連絡先 

 (2) 代理人を選任したときは、その代理人の

氏名（第 5 条第 2 項の規定により許可され

た者が代理人であるときは、申立人との関

係を含む。）、住所及び連絡先 

 (3) 境界紛争の対象となる土地の所在及び地

番 

 (4) 調停手続の申立ての趣旨及び境界紛争の

概要 

 (5) 申立てに係る境界紛争について、調停手

続の実施を依頼する旨   

２ 調停申立書には、次の各号に掲げる書類を

添付しなければならない。ただし、相談手続

において、当該各号に規定する書類を提出し

ているときは、この限りでない。 

 (1) 境界紛争の対象となる土地の登記事項証

明書 

 (2) 申立人が所有権登記名義人又は表題部所

有者の相続人その他の一般承継人であって

その旨の登記をしていないときは、その事

実を証する書類 

 (3) 申立人が法人であるときは、その代表者

の資格を証する書面 

３ 申立人は、調停申立書を提出するに際し、

参考資料を有しているときは、これをセンタ

ーに提出しなければならない。ただし、相談

手続において、参考資料を提出しているとき

は、この限りでない。 

４ センター長は、申立人が調停申立書を提出

するに際し、調停手続を実施するのに必要な

参考資料のすべてが提出されていないと認め

るときは、その参考資料を特定して申立人に

提出を求めることができる。この場合におい

て、申立人が参考資料を提出することが困難

と認められるときは、第 51 条に規定する資料

調査について説明をするものとする。 

５ 申立人は、調停申立書を提出するときは、

別に定める手数料を納付しなければならな

い。 

（申立ての受理等） 

第 23 条 センター長は、調停手続の申立てが、

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

これを受理するものとする。 

 (1) 申立てに係る調停手続について相談手続

を実施していないとき（第 20 条ただし書に

規定する場合を除く。）。 

 (2) 申立てに係る紛争が第 3 条に規定する相

談手続等の対象でないとき。 

 (3) 前条第 2 項第 1 号に規定する書類及び同

条第 3 項の規定によりセンター長が提出を

求めた参考資料のすべてが提出されていな

い場合であって、申立人から第 51 条の規定

による資料調査の実施が依頼されていない

とき。 

 (4) 前条第 2 項第 2 号又は第 3 号に規定する

場合であって、当該各号に規定する書類が

提出されていないとき。 

 (5) 第 5 条第 2 項の規定による許可をしてい

ない者（同条第 1 項に規定する者を除く。）

が代理人として調停申立書に記載されてい

るとき。 

 (6) 申立てに係る境界紛争について、その当

事者のいずれかが訴えを提起していると

き。 

 (7) 申立てが不当な目的によるものであり、

これを受理することが規則第 27 条に規定

する基本理念に反するとき。 

 (8) 申立てに係る紛争が調停手続を実施する

のに適さないとき。 

 (9) 別に定める手数料が納付されないとき。 

２ センター長は、調停申立書が提出されたと

きは、速やかに前項各号に規定する事由の有

無を審査し、調停手続の申立てを受理し、又

は受理しないことを決定しなければならな

い。この場合において、センター長が当該決

定をするに際し必要と認めるときは、小委員

会に諮問して意見を聴くことができる。 

３ センター長は、前項に規定する決定をした

ときは、速やかに、その旨（受理しないこと



 

 

を決定したときは、その理由を含む。）及び

決定の年月日を記載した書面を作成し、その

書面を申立人に手交し、又は送付（電子メー

ルを使用して送信する方法を含む。）するも

のとする。 

４ センター長は、申立てを受理しないことを

決定したときは、調停申立書その他申立人か

ら提出されたすべての書類を前項に規定する

書面とともに、申立人に返還するものとする。

この場合において、その返還の方法は、申立

人に手交する場合を除き、配達証明郵便によ

り送付する方法によるものとする。 

５ センター長は、前項の規定により調停申立

書その他申立人から提出されたすべての書類

を返還するときは、それらの写しを作成し、

その写しを第59条第5号に規定する調停手続

記録に編綴して保存するものとする。 

６ センター長は、申立てを受理しない決定を

した場合であって、申立てに係る紛争を解決

するものとして適切と認める紛争解決手続が

あるときは、申立人に対しその紛争解決手続

を実施する機関・団体を紹介するよう努める

ものとする。 

（調停手続の開始） 

第24条 調停手続は、前条第2項の規定により、

センター長がその申立てを受理する決定をし

た時に開始する。 

２ センター長は、調停手続が開始したときは、

遅滞なく、当事者の氏名又は名称、申立人の

主張その他申立てに係る境界紛争の概要を運

営委員会に報告しなければならない。 

 

第２節 相手方の依頼の確認 

 

 

（相手方への通知） 

第 25 条 センター長は、第 23 条第 2 項の規定

により調停手続の申立てを受理する決定をし

たときは、その決定の日から 7 日以内に、次

の各号に掲げる事項を記載した書面を作成

し、相手方に対し、その書面を配達証明郵便

により送付しなければならない。 

 (1) 調停手続の申立てがあったこと及びこれ

を受理する決定をしたこと 

 (2) 申立人の氏名又は名称 

 (3) 調停の方法及び場所 

 (4) 次条第 1 項に規定する出席確認書の提出

期限 

２ 前項に規定する書面には、次の各号に掲げ

る書類を添付するものとする。 

 (1) 調停申立書の写し又はその概要を記載し

た書面 

 (2) 第 21 条第 1 項に規定する書面 

 (3) 次条第 1 項に規定する出席確認書の書式

を表示した書面 

（相手方に対する説明等） 

第 26 条 センター長は、相手方から出席確認書

（相手方が調停期日に出席する意思を有して

いるかどうかの回答を当該相手方に求めるこ

とを記載した書面をいう。以下同じ。）が提

出された場合であって、当該出席確認書によ

り当該相手方が調停期日に出席する意思を有

していると認められるときは、速やかに、当

該相手方に対し、第 21 条第 1 項各号に掲げる

事項を説明しなければならない。 

２ 前項に規定する説明は、相手方に面接して

することとする。ただし、相手方の事情によ

り面接して説明することが困難なときは、電

話を用いて説明することその他の方法により

説明することを妨げない。 

３ 第 21 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項に

規定する説明をする場合について準用する。 

（相手方の応諾等） 

第 27 条 相手方が、前条に規定する説明を受け

た後に、調停手続の実施を依頼するときは、

次の各号に掲げる事項を記載した応諾書をセ

ンターに提出して、その依頼をしなければな

らない。 

 (1) 相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先 

 (2) 代理人を選任したときは、その代理人の

氏名（第 5 条第 2 項の規定により許可され

た者が代理人であるときは、相手方との関

係を含む。）、住所及び連絡先 

 (3) 調停手続の実施を依頼する旨 

２ 相手方は、調停手続の実施を依頼したとき

は、応諾書に、次の各号に掲げる書類を添付

して提出しなければならない。 

 (1) 相手方が所有権登記名義人又は表題部所



 

 

有者の相続人その他の一般承継人であって

その旨の登記をしていないときは、その事

実を証する書面 

 (2) 相手方が法人であるときは、その代表者

の資格を証する書面 

３ 相手方は、応諾書を提出するに際し、調停

手続の実施に関し参考となる資料を有してい

るときは、その資料をセンターに提出するこ

とができる。 

４ センター長は、相手方が、調停手続実施に

関し参考となる資料を有していると認められ

るときは、相手方に対し、その資料の提出を

求めることができる。 

５ センター長は、相手方から第 25 条第 1 項第

3 号の規定により定めた回答期限までに出席

確認書が提出されないときは、電話を用いる

方法その他適宜の方法で、相手方の意思を確

認するものとする。この場合において、その

確認をした日から 7 日を経過しても相手方が

出席確認書を提出せず、又は相手方と連絡が

とれないことその他の理由によりその意思が

確認できないときは、相手方が調停手続の実

施を依頼する意思がないものとみなすことが

できる。 

（意見書の提出）  

第 28 条 相手方は、応諾書を提出したときは、

次の各号に掲げる事項を記載した意見書をセ

ンターに提出することができる。 

 (1) 相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先 

 (2) 代理人を選任したときは、その代理人の

氏名（第 5 条第 2 項の規定により許可され

た者が代理人であるときは、相手方との関

係を含む。）、住所及び連絡先 

 (3) 調停手続の実施を依頼した境界紛争につ

いての主張又は意見 

 (4) 前号の主張若しくは意見を基礎付ける事

実又は事情 

２ センター長は、相手方が前項に規定する意

見書の作成に際し、その補助が必要であると

認めるときは、同項第 3 号及び第 4 号に掲げ

る事項を相手方から聞き取り、意見書に記載

することができる。この場合において、セン

ター長は、自らが意見書に記載した内容を相

手方に読み聞かせ、同意を得なければならな

い。 

 

第３節 担当調停員の選任等 

 

（担当調停員の選任） 

第 29 条 センター長は、相手方から出席確認書

が提出された場合であって、当該出席確認書

により当該相手方が調停期日に出席する意思

を有していると認められるときは、速やかに

調停員候補者名簿に記載されている者のうち

から、申立てに係る案件を担当するのに適任

と思料する者であって次条第 1 項各号に掲げ

る事由のいずれにも該当しないものを担当調

停員として選任するものとする。 

２ 担当調停員は、調査士調停員（土地家屋調

査士である調停員をいう。以下この項におい

て同じ。）2 人及び弁護士調停員（弁護士で

ある調停員をいう。以下この項及び第 37 条第

3 項において同じ。）1 人を選任するものとす

る。ただし、事案の内容その他の事情から見

て適当と認めるときは、調査士調停員の数を

1 人又は 3 人以上とし、又は弁護士調停員の

数を 2 人以上とすることができる。 

３ センター長は、担当調停員に対し、調停申

立書、意見書、参考資料その他の申込人から

提出され、及びセンターにおいて保管してい

る書類を貸与して調停の実施を委任するもの

とする。この場合において、担当調停員は、

正当な理由がある場合を除き、その受任を拒

んではならない。 

４ センター長は、担当調停員を選任したとき

は、速やかにその担当調停員の氏名を記載し

た書面を作成して、その書面を当事者に手交

し、又は送付するものとする。 

（担当調停員の除斥） 

第 30 条 センター長は、調停員候補者が、次の

各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき

は、担当調停員に選任してはならない。 

 (1) 調停員候補者又はその配偶者若しくは配

偶者であった者が当事者であるとき、又は

申立てに係る事案（以下この項において「事

案」という。）について当事者と共同権利

者、共同義務者若しくは償還義務者の関係

にあるとき。 



 

 

 (2) 調停員候補者が当事者の四親等内の血

族、三親等内の姻族若しくは同居の親族で

あるとき、又はあったとき。 

 (3) 調停員候補者が当事者の後見人、後見監

督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助

監督人、任意後見人、任意後見監督人であ

るとき、又はあったとき。 

 (4) 調停員候補者が事案について証人又は鑑

定人となったとき。 

 (5) 調停員候補者が事案について当事者の代

理人又は補佐人であるとき、又はあったと

き。 

 (6) 調停員候補者が境界紛争の対象となる土

地の筆界特定の手続において、筆界調査委

員として指定された者であるとき、又はあ

ったとき。 

 (7) 調停員候補者が事案について担当相談員

であったとき。 

 (8) 調停員候補者が事案について第 53 条第 1

項に規定する調査員又は第56条第1項に規

定する鑑定等実施員に指名された者である

とき、又はあったとき。 

２ センター長は、担当調停員を選任するにつ

いてその選任を予定する調停員候補者に対

し、あらかじめ前項各号（第 7 号及び第 8 号

を除く。）に掲げる事由の該当の有無を書面

により確認するものとする。 

３ 担当調停員は、第 1 項各号に掲げる事由の

いずれかに該当することとなったときは、直

ちにセンター長にその旨を報告しなければな

らない。この場合において、センター長は、

当該担当調停員を直ちに解任しなければなら

ない。 

（担当調停員の辞任等） 

第 31 条 担当調停員は、正当な理由があるとき

は、辞任することができる。 

２ センター長は、担当調停員が次の各号に掲

げる事由のいずれかに該当するときは、当該

担当調停員を解任しなければならない。 

 (1) 前条第 1 項各号に定める事由のいずれか

に該当したとき。 

 (2) 担当調停員が法律上又は事実上その職務

を遂行することができなくなったとき。 

３ センター長は、担当調停員が次の各号に掲

げる事由のいずれかに該当するときは、運営

委員会の決議に基づき、当該担当調停員を解

任することができる。 

 (1) 前条第 1 項各号に定める事由のいずれか

に該当するおそれがあるとき。 

 (2) 担当調停員の心身の状態がその職務を遂

行するのに耐えられないとき。 

 (3) センター長が担当調停員に対しその職務

の遂行を勧告したにもかかわらず、調停手

続を不当に遅滞させたとき。 

４ センター長は、前項第 2 号又は第 3 号の規

定により担当調停員を解任するときは、当該

担当調停員に対し、弁明の機会を付与しなけ

ればならない。 

（後任の担当調停員） 

第 32 条 センター長は、担当調停員が辞任し、

又は担当調停員を解任したときは、速やかに

その後任の担当調停員を選任しなければなら

ない。 

２ 第 29 条の規定は、前項の規定により後任の

担当調停員を選任する場合について準用す

る。 

 

第４節 担当調停員の忌避 

 

（忌避の申出等） 

第 33 条 当事者は、担当調停員にその公正性を

疑うに足りる相当の理由があるときは、次条

に規定するところに従い、その担当調停員の

忌避を申し出ることができる。 

２ 担当調停員は、調停手続の進行中、当事者

に対し、自己の公正性に疑いを生じさせるお

それのある事実の全部を遅滞なく開示しなけ

ればならない。 

３ 担当調停員は、前項の規定により自己の公

正性に疑いを生じさせるおそれのある事実を

当事者に開示したときは、その旨及び開示し

た事実を、速やかにセンター長に報告しなけ

ればならない。 

（忌避の手続） 

第 34 条 前条第 1 項に規定する忌避の申出は、

次の各号に掲げる事項を記載した書面をセン

ターに提出してしなければならない。 

 (1) 忌避を申し出る当事者の氏名又は名称 



 

 

 (2) 忌避の対象となる担当調停員の氏名 

 (3) 担当調停員の公正性を疑うに足りる理由 

２ 前条第 2 項の規定により担当調停員から自

己の公正性に疑いを生じさせるおそれのある

事実が開示された場合においてその事実に基

づいてする忌避の申出は、やむを得ない事情

がある場合を除き、その事実が開示された日

から 15 日以内に前項に規定する書面を提出

しなければならない。 

３ センター長は、第 1 項に規定する書面がセ

ンターに提出されたときは、当事者（忌避を

申し出た当事者を除く。）に対し、速やかに

その旨を通知しなければならない。 

（忌避の調査） 

第 35 条 センター長は、前条第 1 項に規定する

書面がセンターに提出されたときは、運営委

員のうちから弁護士運営委員 1 人以上を含む

3 人以上 5 人以内の者を忌避調査委員として

指名し、その忌避調査委員を構成員とする忌

避調査委員会を設置させ、担当調停員の公正

性を疑うに足りる事情についてその調査に当

たらせるものとする。 

２ 忌避調査委員会は、当事者、担当調停員そ

の他の関係者に意見を聴くなどして、担当調

停員の公正性を疑うに足りる事情を調査し、

その結果を運営委員会に報告しなければなら

ない。 

３ 忌避調査委員会は、前項の規定により運営

委員会に調査結果を報告した時に解散する。 

（忌避の決定） 

第 36 条 運営委員会は、前条第 2 項の規定によ

り報告された調査の結果に基づき、担当調停

員の忌避の申出を認めるかどうかの決定をす

るものとする。 

２ センター長は、前項の規定により運営委員

会が決定をしたときは、当事者に対し、速や

かにその決定の内容を通知しなければならな

い。 

３ センター長は、第 1 項の規定による運営委

員会の決定が忌避の申出を認めるものであっ

たときは、直ちに忌避の対象となった担当調

停員を解任し、その後任の担当調停員を選任

するものとする。 

４ 第 29 条の規定は、前項の規定により後任の

担当調停員を選任する場合について準用す

る。 

 

第５節 調停の進行 

 

（調停員会） 

第 37 条 調停は、調停員会（担当調停員の合議

体をいう。以下同じ。）が主宰する。 

２ 調停員会は、互選により主任調停員を定め

るものとする。 

３ 調停員会の議事は、合議により決する。た

だし、法律に関する問題については、弁護士

調停員の決するところによる。 

４ 主任調停員は、調停期日の決定及び調停期

日における指揮を行うほか、調停手続を効率

的に行うため、必要に応じ、調停期日外にお

いて、当事者に対しその準備を求めることが

できる。  

５ 調停員会は、当事者の主体性を尊重し、当

事者自らの紛争解決に向けた意識を高めると

ともに、当事者間の将来の関係にも配慮して

調停を実施しなければならない。 

（効率的な進行） 

第 38 条 調停員会は、特別の理由がある場合を

除き、調停期日の開催回数が 6 回を超えない

うちに当事者間に和解が成立するよう、その

職務を遂行しなければならない。 

２ 調停員会は、特別の理由がある場合を除き、

1 回の調停期日に要する時間が 3 時間を超え

ないよう効率的に調停期日の進行をしなけれ

ばならない。 

（調停期日の決定） 

第 39 条 調停期日を開催する日時は、当事者の

意見を聴いて主任調停員が決定する。 

２ センター長は、前項の規定により決定した

調停期日についてその調停期日の 7 日前まで

に、調停期日を開催する日時及び場所を記載

した書面を作成し、その書面を当事者に手交

し、又は送付（電子メールを使用して送信す

る方法を含む。）しなければならない。ただ

し、主任調停員が調停期日において、次回の

調停期日を決定し、その年月日及び場所を当

事者に通知しているときは、この限りでない。 

３ 調停期日を開催する場所は、本会の調停室



 

 

とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合においては、当該各号に定める場所に

おいて調停期日を開催することができる。 

(1) 調停員会が調停期日を開催する必要があ

ると認める境界紛争の対象となる土地その

他の場所 

(2) 当事者の一方又は双方の希望があり、か

つセンター長が相当と認める場合であっ

て、日本土地家屋調査士会連合会作成の「遠

隔地調停等実施要領」に基づくオンライン

調停を行う場合は、他の土地家屋調査士会

ＡＤＲセンター 

（期日外準備） 

第 40 条 主任調停員は、調停手続の進行の過程

においてその効率的な進行をするために必要

と認めるときは、調停手続の期日以外であっ

ても、当事者に対し、その主張を明確にし、

又は申立てに係る境界紛争の解決に必要な書

類その他の資料の補充を求めることができ

る。 

２ 主任調停員は、前項の規定により資料の補

充を求めたときは、その概要をセンター長に

報告しなければならない。この場合において、

センター長は、その内容を第 59 条第 5 号に規

定する調停手続記録に記録するものとする。 

（調停期日の開催） 

第 41 条 調停期日は、当事者の双方が出席しな

ければ開催しない。ただし、次の各号に掲げ

る場合であって、調停員会が当事者間の衡平

を害しないと認める場合は、当該各号に規定

する一方の当事者が欠席した状態で調停手続

の期日を開催することを妨げない。  

 (1) 一方の当事者が調停期日に出席すると回

答したにもかかわらず、無断で当該調停期

日に欠席したとき。  

 (2) 一方の当事者が、あらかじめ、他方の当

事者のみが出席した状態で調停期日を開催

することについて同意している場合  

２ 前項ただし書の規定により一方の当事者が

欠席した状態で調停期日を開催したときは、

主任調停員は、次回の調停期日（当該一方の

当事者が出席したものに限る。）において、

当該一方の当事者に対し、当該一方の当事者

が欠席した状態で開催した調停期日の概要を

告げなければならない。 

３ 調停員会は、第 39 条第 3 項ただし書の規定

により境界紛争の対象となる土地において調

停期日を開催することを決定した場合であっ

て調停手続を効率的に進行させるために相当

と認めるときは、その調停期日と第 58 条に規

定する測量・鑑定の作業とを同時に進行させ

ることができる。 

（調停期日の進行等） 

第 42 条 調停員会は、あらかじめ当事者から提

出された書面その他の資料を参酌し、当事者

が話合いにより自発的に紛争解決に至るよう

配慮して調停期日を進行するものとする。 

２ 調停期日における当事者の主張は、書面又

は口頭によるものとし、特段の事情がある場

合を除き、申立人、相手方の順に聴くものと

する。 

３ 調停期日は、前条第 1 項ただし書の規定に

より開催する場合を除き、調停手続の円滑な

進行を図るため、交互面接（一方の当事者を

一時離席させた状態で、他方の当事者からそ

の主張及び意見を聴き、次いで、当該他方の

当事者を一時離席させた状態で、当該一方の

当事者からその主張及び意見を聴くことを必

要な範囲で繰り返すことをいう。次項におい

て同じ。）により行うものとする。ただし、

調停員会が双方の当事者から当該双方の当事

者が同席した状態で調停期日を進行すること

について同意を得たときは、この限りでない。 

４ 調停員会は、一方若しくは双方の当事者か

ら要請があったとき又は相当と認めるとき

は、調停期日において和解案を提示すること

ができる。この場合において、主任調停員は、

当事者に当該和解案を受諾しないことができ

ることを告げなければならない。 

（資料調査又は測量・鑑定の実施） 

第 43 条 調停員会は、当事者の一方又は双方が

第５章に規定する資料調査若しくは測量・鑑

定の実施を希望する場合であって調停手続を

適正かつ円滑に実施するのに必要と認めると

きは、センター長に対し、その実施を求める

ことができる。 

２ センター長は、前項の規定により調停員会



 

 

から資料調査又は測量・鑑定の実施を求めら

れたときは、当事者に対し、当該資料調査又

は測量・鑑定を実施するのに必要な事項を説

明しなければならない。ただし、主任調停員

が当事者に対し必要な事項を説明していると

きは、この限りでない。 

３ センター長は、資料調査又は測量・鑑定に

要する費用の負担割合について、当事者の双

方が合意した負担割合があるとき、又は調停

員会が提示した負担割合に当事者の双方が同

意しているときでなければ、第 5 章に規定す

る資料調査又は測量・鑑定の実施をすること

はできない。 

（利害関係人の参加） 

第 44 条 調停員会は、相当と認めるときは、当

事者の同意を得て、次の各号に掲げる者であ

って和解の結果に利害関係を有する者（以下

「利害関係人」という。）を調停手続に参加

させることができる。 

 (1) 境界紛争の対象となる土地に抵当権その

他所有権以外の権利を登記している者 

 (2) 当事者の推定相続人（相続が開始した場

合に相続人となるべき者をいう。第 65 条第

1 項において同じ。） 

 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、調停手続に

参加する理由があるとして主任調停員が認

めた者 

２ 利害関係人は、調停手続に参加しようとす

るときは、その旨及び理由を主任調停員に告

げなければならない。 

３ 利害関係人は、調停期日に出席し、主任調

停員の承認を得て、主張又は意見を述べるこ

とができる。 

４ 第 5 条第 2 項から第 6 項までの規定は利害

関係人が代理人を選任する場合について、第

6 条の規定は利害関係人が補佐人とともに調

停期日に出席する場合について、それぞれ準

用する。 

（参考人からの意見聴取） 

第 45 条 調停員会は、申立てに係る境界紛争の

解決のために必要と認めるときは、当事者の

同意を得て、次の各号に掲げる者を参考人と

して調停期日に出席させ、意見を聴くことが

できる。 

 (1) 第 53 条第 1 項に規定する調査員 

 (2) 第 56 条第 1 項に規定する鑑定等実施員 

 (3) 境界紛争の対象となっている土地につい

て過去に測量を実施した土地家屋調査士 

２ 参考人は、主任調停員の承認を得て、第 55

条に規定する資料調査又は第 58 条に規定す

る測量・鑑定の結果その他境界紛争の対象と

なっている土地の測量結果について意見を述

べることができる。 

 

第６節 調停手続の終了 

 

（和解の成立）  

第 46 条 調停員会は、調停期日において当事者

間に和解が成立したときは、次項に規定する

和解契約書として用いるため、次の各号に掲

げる事項を記載した書面を作成するものとす

る。 

 (1) 和解が成立した年月日 

 (2) 当事者の氏名又は名称及び住所 

 (3) 当事者間で合意した事項 

 (4) 調停手続に関し当事者が本会に納付する

手数料その他の費用の額及び負担割合 

 (5) 手続実施者名 

２ 当事者は、前項に規定する書面に署名し、

又は記名押印して和解契約書を作成するもの

とする。この場合において、担当調停員は、

和解契約書に立会人として署名し、又は記名

押印するものとする。 

３ 和解契約書は、すべての当事者の数に 1 を

加えた数を作成し、それぞれの当事者に交付

するとともに、センターの業務を行う事務所

において保存するものとする。この場合にお

いて、センター長は、その和解契約書を第 59

条第 5 号に規定する調停手続記録に編綴して

保管するものとする。 

４ 和解契約書は、当事者に直接手交して交付

する場合を除き、配達証明郵便で送付する方

法により当事者に交付する。 

５ 調停手続は、前項の規定により和解契約書

を当事者に手交し、又は送付した時に終了す

る。 

（申立ての取下げ） 

第 47 条 申立人は、いつでも調停手続の申立て



 

 

を取り下げることができる。 

２ 前項に規定する取下げは、次の各号に掲げ

る事項を記載した取下書をセンターに提出し

てしなければならない。ただし、調停期日に

おいては、担当調停員に対し、調停手続の申

立てを取り下げる旨を告げる方法によりその

取下げをすることを妨げない。  

 (1) 当事者の氏名又は名称及び住所 

 (2) 調停手続の申立てを取下げる旨及びその

年月日 

 (3) 代理人が申立てを取下げるときは、その

代理人の氏名（第 5 条第 2 項の規定により

許可された者が代理人であるときは、申立

人との関係を含む。）及び住所 

 (4) 境界紛争の対象となる土地の所在及び地

番 

３ 調停手続は、前項に規定する取下書をセン

ター長が受領し、又は申立人が担当調停員に

対し調停手続の申立てを取下げる旨を告げた

時に終了する。 

４ センター長は、前項の規定により調停手続

が終了したときは、速やかに次の各号に掲げ

る事項を記載した書面を作成し、当事者に対

し、その書面を直接手交し、又は配達証明郵

便で送付しなければならない。 

 (1) 当事者の氏名又は名称 

 (2) 申立人からの取下げにより調停手続が終

了したこと及びその年月日 

（終了の申出） 

第 48 条 相手方は、いつでも調停手続の終了を

申し出ることができる。 

２ 前項に規定する申出は、次の各号に掲げる

事項を記載した終了申出書をセンターに提出

してしなければならない。ただし、調停期日

においては、担当調停員に対し、調停手続の

終了を申し出る旨を告げる方法によりその申

出をすることを妨げない。  

 (1) 当事者の氏名又は名称及び住所 

 (2) 調停手続の終了を申し出る旨及びその年

月日 

 (3) 代理人が終了を申し出るときは、その代

理人の氏名（第 5 条第 2 項の規定により許

可された者が代理人であるときは、相手方

との関係を含む。）及び住所 

 (4) 境界紛争の対象となる土地の所在及び地

番 

３ 調停手続は、前項に規定する終了申出書を

センター長が受領し、又は相手方が担当調停

員に対し調停手続の終了を申し出る旨を告げ

た時に終了する。 

４ センター長は、前項の規定により調停手続

が終了したときは、速やかに次の各号に掲げ

る事項を記載した書面を作成し、当事者に対

し、その書面を直接手交し、又は配達証明郵

便で送付しなければならない。 

 (1) 当事者の氏名又は名称 

 (2) 相手方からの終了の申出により調停手続

が終了したこと及びその年月日 

（和解の成立する見込みがない場合） 

第 49 条 調停員会は、次の各号のいずれかに該

当する場合であって調停手続によっては当事

者間に和解が成立する見込みがないと判断し

たときは、速やかに調停手続の終了の決定を

しなければならない。 

 (1) 当事者の一方又は双方が調停手続の継続

を望まないとき。 

 (2) 当事者の一方又は双方が和解をする意思

がないことを明確にしたとき。 

 (3) 当事者の一方が正当な理由なく、3 回以

上又は連続して 2 回以上調停期日に欠席し

たとき。 

 (4) 現時点で直ちに和解が成立する見込みが

なく、かつ、紛争の性質や当事者の置かれ

た事情にかんがみて、調停手続を継続する

ことが、当事者に対し、和解の成立により

獲得することが期待される利益を上回る不

利益を与える蓋然性があるとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、当事者間に

和解が成立する見込みがないとき。 

２ 調停員会は、前項の規定により調停手続の

終了を決定したときは、その旨、終了決定年

月日及び終了決定の理由をセンター長に報告

しなければならない。 

３ センター長は、前項に規定する報告を受け

たときは、速やかに次の各号に掲げる事項を

記載した書面を作成し、当事者に対し、その

書面を直接手交し、又は配達証明郵便で送付

しなければならない。 



 

 

 (1) 当事者の氏名又は名称 

 (2) 調停手続の終了を決定したこと及びその

理由 

 (3) 調停手続の終了を決定した年月日 

（その他の終了） 

第 50 条 センター長は、前 4 条に規定するもの

のほか、次の各号のいずれかに該当するとき

には、速やかに調停手続の終了を決定する。 

 (1) 相手方が調停手続の実施を依頼する意思

がないことを明確にしたとき（第 27 条第 5

項後段の規定により調停手続の実施を依頼

する意思がないものとみなした場合を含

む）。 

 (2) 相手方が第 1 回の調停期日の開催までに

応諾書を提出しないとき。 

 (3) 第 9 条第 2 項の規定によりセンター長が

不当な影響を排除する措置を講じたにもか

かわらず、なお担当調停員に不当な影響が

及ぼされているとき。 

 (4) 当事者の一方又は双方が担当調停員の指

揮に従わず、調停手続の実施が困難なとき。 

 (5) 調停手続の申立てに係る紛争が第 3 条に

規定する相談手続等の対象でないとき。 

 (6) 調停手続の申立てに係る境界紛争につい

て、その当事者のいずれかが訴えを提起し

たとき。 

 (7) 調停手続の申立て又はその実施の依頼が

不当な目的によるものであるとき。 

 (8) 事案が調停手続を実施するのに適さない

とき。 

 (9) 別に定める手数料その他の費用が納付さ

れないとき。 

２ センター長は、前項の規定により調停手続

の終了を決定したときは、次の各号に掲げる

事項を記載した書面を作成し、当事者（前項

第 1 号又は第 2 号の規定により終了の決定を

したときは、申立人）に対し、その書面を直

接手交し、又は配達証明郵便で送付しなけれ

ばならない。 

 (1) 当事者の氏名又は名称 

 (2) 調停手続の終了を決定したこと及びその

理由 

 (3) 調停手続の終了を決定した年月日 

 

第５章 資料調査及び測量・鑑定 

 

（資料調査及び測量・鑑定） 

第 51 条 相談手続等の実施に関し、当事者から

境界紛争の対象となる土地の資料調査（申込

人又は申立人若しくは相手方（以下この章に

おいて「申込人等」という。）に代わり当該

土地の登記事項証明書、地図その他の資料を

収集することをいう。以下同じ。）又は測量

・鑑定（当該土地若しくはそれに隣接する土

地の形状、境界標の有無、建築物その他の工

作物の有無を調査、測量し、又は当該土地の

所有権登記名義人等に立会いを求めることそ

の他の行為により当事者が主張する境界（筆

界特定がされたものであるときは、その特定

された筆界を含む。）を明確にした測量図面

を作成することをいう。以下同じ。）の実施

を依頼されたときは、この章に規定するとこ

ろに従い、資料調査または測量・鑑定を実施

するものとする。 

（調査等の依頼） 

第 52 条 申込人等は、前条の規定により資料調

査又は測量・鑑定の実施を依頼するときは、

次の各号に掲げる事項を記載した調査等依頼

書をセンターに提出して、その依頼をしなけ

ればならない。 

 (1) 資料調査又は測量・鑑定の実施を依頼す

る当事者の氏名 

 (2) 資料調査又は測量・鑑定の実施を依頼す

る旨 

 (3) 資料調査を依頼する範囲 

（資料調査の委託） 

第 53 条 センター長は、第 10 条第 4 項若しく

は第22条第4項に規定する説明をした場合で

あって申込人等から資料調査の実施を依頼さ

れたとき、又は調停手続の実施の過程におい

て調停員会から資料調査の実施を求められた

ときは、本会の会員のうちから、当該資料調

査を実施するのに適任と思料する者であって

次条第 1 項各号に掲げる事由のいずれにも該

当しないものを調査員として指名し、当該資

料調査を委託するものとする。この場合にお

いて、センター長は、あらかじめ当該資料調

査の範囲、収集する資料の名称その他当該資



 

 

料調査を実施するのに必要な事項を記載した

書面を作成し、その書面を調査員に交付しな

ければならない。 

２ センター長は、申込人等又は当事者が資料

調査の実施を依頼するに際し、あらかじめ資

料調査に要する手数料その他の費用の概算額

を当該申込人等又は当事者に提示しなければ

ならない。 

３ 本会の会員は、資料調査の実施を受託した

ときは、次の各号に掲げる事項を記載し、及

び職印（土地家屋調査士法施行規則（昭和 54

年法務省令第 53 号）第 20 条に規定する職印

をいう。第 56 条第 3 項において同じ。）を押

印した受託書を作成し、センター長に提出し

なければならない。 

 (1) 受託した本会の会員の氏名 

 (2) 資料調査の実施を受託した旨 

 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、別に運営委

員会が定める事項 

（調査員の除斥等） 

第 54 条 センター長は、本会の会員が次の各号

に掲げる事由のいずれかに該当するときは、

その会員に対し調査の実施を委託してはなら

ない。 

 (1) 本会の会員又はその配偶者若しくは配偶

者であった者が当事者であるとき、又は相

談手続の申込み若しくは調停手続の申立て

に係る事案（以下この項において事案とい

う。）について当事者と共同権利者、共同

義務者若しくは償還義務者の関係にあると

き。 

 (2) 本会の会員が当事者の四親等内の血族、

三親等内の姻族若しくは同居の親族である

とき、又はあったとき。 

 (3) 本会の会員が当事者の後見人、後見監督

人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監

督人、任意後見人、任意後見監督人である

とき、又はあったとき。 

 (4) 本会の会員が事案について証人又は鑑定

人となったとき。 

 (5) 本会の会員が事案について当事者の代理

人又は補佐人であるとき、又はあったとき。 

 (6) 本会の会員が境界紛争の対象となる土地

の筆界特定の手続において、筆界調査委員

として指定された者であるとき、又はあっ

たとき。 

 (7) 本会の会員が事案について担当相談員若

しくは担当調停員として選任された者であ

るとき、又はあったとき。 

２ センター長は、調査員を指名するについて

その指名を予定する本会の会員に対し、あら

かじめ前項各号（第 7 号を除く。）に掲げる

事由の該当の有無を書面により確認するもの

とする。 

３ 調査員は、第 1 項各号に規定する事由のい

ずれかに該当することとなったときは、直ち

にセンター長にその旨を報告しなければなら

ない。この場合において、センター長は、当

該調査員との委託契約を直ちに解除しなけれ

ばならない。 

４ センター長は、前項の規定により資料調査

の委託契約を解除したときは、前条第 1 項の

規定に基づき、新たな調査員を指名して、そ

の資料調査を委託するものとする。ただし、

委託した資料調査のすべてが終了したと認め

られる場合であってその成果物が提出されて

いるときは、この限りでない。 

５ 第 3 項の規定により委託契約を解除した場

合において、調査員が受託した資料調査に着

手し、その全部又は一部の資料調査が終了し

ているときは、その結果をセンター長に報告

し、又は収集した参考資料、作成した図面そ

の他の成果物をセンター長に提出しなければ

ならない。 

６ 第 53条第 1項後段の規定及び同条第3項の

規定は、第 4 項の規定により新たな調査員を

指名した場合について準用する。 

（資料調査の実施） 

第 55 条 調査員は、常に品位を保持し、公正か

つ誠実に資料調査を実施しなければならな

い。 

２ 調査員は、資料調査の実施に関し必要なと

きは、本会の協力を求めることができる。こ

の場合において、センター長は、その求めが

相当であると認めるときは、会長の承認を得

て必要な措置を講じるものとする。 

３ 調査員は、資料調査の実施に関し、当事者

その他の者から不当な影響が及ぼされたとき



 

 

は、直ちにセンター長に報告しなければなら

ない。この場合において、センター長は、運

営委員会に諮り、その影響を排除するために

必要な措置を講じるものとする。 

４ 調査員は、資料調査を受託した日から 14

日以内に、その結果を記載した報告書及び収

集した資料をセンター長に提出しなければな

らない。この場合において、その資料調査に

要する日数が 14 日を超えるおそれがあると

きは、あらかじめセンター長にその旨及び理

由を報告しなければならない。 

（測量・鑑定の委託） 

第 56 条 センター長は、調停手続の実施の過程

において調停員会から測量・鑑定の実施を求

められたときは、当事者の双方から意見を聴

いて、境界鑑定等業務取扱会員（本会の境界

鑑定等業務取扱要綱第 4 条に規定する境界鑑

定等業務取扱会員登録名簿に登録された会員

をいう。以下同じ。）のうちから、当該測量

・鑑定を実施するのに適任と思料する者であ

って次条第 1 項各号のいずれにも該当しない

ものを鑑定等実施員として指名し、当該測量

・鑑定の実施を委託するものとする。この場

合において、センター長は、当該測量・鑑定

に必要な資料を鑑定等実施員に貸与するとと

もに、あらかじめ測量・鑑定の対象となる範

囲その他当該測量・鑑定を実施するのに必要

な事項を記載した書面を作成し、その書面を

鑑定等実施員に交付しなければならない。 

２ センター長は、当事者が測量・鑑定の実施

を依頼するに際し、あらかじめ測量・鑑定に

要する費用の概算額を提示しなければならな

い。 

３ 境界鑑定等業務取扱会員は、測量・鑑定の

実施を受託したときは、次の各号に掲げる事

項を記載し、及び職印を押印した受託書を作

成し、センター長に提出しなければならない。 

 (1) 受託した境界鑑定等業務取扱会員の氏名 

 (2) 測量・鑑定の実施を受託した旨 

 (3) 前 2 号に掲げるもののほか、別に運営委 

員会が定める事項 

（鑑定等実施員の除斥等） 

第 57 条 センター長は、境界鑑定等業務取扱会

員が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当

するときは、その境界鑑定等業務取扱会員に

対し測量・鑑定の実施を委託してはならない。 

 (1) 境界鑑定等業務取扱会員又はその配偶者

若しくは配偶者であった者が当事者である

とき、又は相談手続の申込み若しくは調停

手続の申立てに係る事案（以下この項にお

いて事案という。）について当事者と共同

権利者、共同義務者若しくは償還義務者の

関係にあるとき。 

 (2) 境界鑑定等業務取扱会員が当事者の四親

等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居

の親族であるとき、又はあったとき。 

 (3) 境界鑑定等業務取扱会員が当事者の後見

人、後見監督人、保佐人、補佐監督人、補

助人、補助監督人、任意後見人、任意後見

監督人であるとき、又はあったとき。 

 (4) 境界鑑定等業務取扱会員が事案について

証人又は鑑定人となったとき。 

 (5) 境界鑑定等業務取扱会員が事案について

当事者の代理人又は補佐人であるとき、又

はあったとき。 

 (6) 境界鑑定等業務取扱会員が境界紛争の対

象となる土地の筆界特定の手続において、

筆界調査委員として指定された者であると

き、又はあったとき。 

 (7) 境界鑑定等業務取扱会員が事案について

担当相談員若しくは担当調停員として選任

された者であるとき、又はあったとき。 

２ センター長は、鑑定等実施員を指名するに

ついてその指名を予定する境界鑑定等業務取

扱会員に対し、あらかじめ前項各号（第 7 号

を除く。）に掲げる事由の該当の有無を書面

により確認するものとする。 

３ 鑑定等実施員は、第 1 項各号に規定する事

由のいずれかに該当することとなったとき

は、直ちにセンター長にその旨を報告しなけ

ればならない。この場合において、センター

長は、当該鑑定等実施員との委託契約を直ち

に解除しなければならない。 

４ センター長は、前項の規定により測量・鑑

定の委託契約を解除したときは、前条第 1 項

の規定に基づき、新たな鑑定等実施員を指名

して、その測量・鑑定を委託するものとする。

ただし、委託した測量・鑑定のすべてが終了



 

 

したと認められる場合であってその成果物が

提出されているときは、この限りでない。 

５ 第 3 項の規定により委託契約を解除した場

合において、鑑定等実施員が受託した測量・

鑑定に着手し、その全部又は一部の測量・鑑

定が終了しているときは、その結果をセンタ

ー長に報告し、又は作成した測量図面その他

の成果物をセンター長に提出しなければなら

ない。この場合において、センター長は、委

託した測量・鑑定のすべてが終了していない

ときは、前項の規定により指名した新たな鑑

定等実施員に、当該当該測量図面その他の成

果物を貸与して、測量・鑑定の実施を委託す

るものとする。 

６ 前条第 1 項後段の規定及び同条第 3 項の規

定は、第 4 項の規定により新たな鑑定等実施

員を指名した場合について準用する。 

（測量・鑑定の実施） 

第 58 条 鑑定等実施員は、常に品位を保持し、

公正かつ誠実に測量・鑑定を実施しなければ

ならない。 

２ 鑑定等実施員は、測量・鑑定の実施に関し

必要なときは、本会の協力を求めることがで

きる。この場合において、センター長は、そ

の求めが相当であると認めるときは、会長の

承認を得て必要な措置を講じるものとする。 

３ 鑑定等実施員は、測量・鑑定の実施に関し、

当事者その他の者から不当な影響が及ぼされ

たとき、又は測量・鑑定の作業を妨害された

ときは、直ちにセンター長に報告しなければ

ならない。この場合において、センター長は、

運営委員会に諮り、その影響又は妨害を排除

するために必要な措置を講じるものとする。 

４ 鑑定等実施員は、測量・鑑定の実施に関し、

センター長の承認を得て境界紛争の対象とな

る土地又はそれに隣接する土地の所有権登記

名義人等に立会いを求め、又は近隣の住民に

対し建築物の設置の経緯その他の事情を確認

することができる。 

５ センター長は、鑑定等実施員が前項の規定

により境界紛争の対象となる土地又はそれに

隣接する土地の所有権登記名義人等に立会い

を求めるときは、あらかじめそれらの者に対

し、その旨、鑑定等実施員の氏名及び立会い

を求める日時を記載した書面を送付する方法

その他適宜の方法によりそれらの事項を通知

しなければならない。 

６ 鑑定等実施員は、測量・鑑定を受託した日

から 30 日以内に、その測量結果により作成し

た測量図面をセンター長に提出しなければな

らない。この場合において、その測量・鑑定

に要する日数が 30 日を超えるおそれがある

ときは、あらかじめセンター長にその旨及び

理由を報告しなければならない。 

７ 鑑定等実施員は、第 41 条第 3 項の規定によ

り境界紛争の対象となる土地において調停期

日と測量・鑑定の作業とを同時に実施すると

きは、主任調停員の指示に従わなければなら

ない。 

８ 鑑定等実施員は、調停員会から要請があっ

たときは、調停期日に出席するよう努めなけ

ればならない。この場合において、鑑定等実

施員は、当該調停期日において主任調停員の

承認を得て意見を述べることができる。 

 

第６章 相談手続等に関する記録 

 

（記録の種類等） 

第 59 条 相談手続等の実施に関しセンター長

が作成する記録は、次の各号に掲げるものと

する。 

 (1) 相談事件簿 

 (2) 調停事件簿 

 (3) 期日簿 

 (4) 相談手続記録 

 (5) 調停手続記録 

（相談事件簿） 

第 60 条 センター長は、第 12 条第 1 項の規定

により相談手続の申込みを受け付けたとき

は、その相談手続について、次の各号に掲げ

る事項を相談事件簿に記載しなければならな

い。 

 (1) 事件番号 

 (2) 受付年月日 

 (3) 申込人の氏名又は名称 

２ センター長は、相談手続が終了したときは、

その相談手続について、次の各号に掲げる事

項を相談事件簿に記載しなければならない。 



 

 

 (1) 相談手続が終了した年月日 

 (2) 相談手続の終了の事由 

 (3) 相談の要旨 

３ センター長は、相談手続を実施した案件に

ついて第23条第1項の規定により調停手続の

申立てを受理したときは、その調停手続に付

された事件番号を相談事件簿に記載しなけれ

ばならない。 

４ 相談事件簿は、センターの会計年度ごとに、

調製するものとする。 

（調停事件簿） 

第 61 条 センター長は、第 23 条第 1 項の規定

により調停手続の申立てを受理したときは、

その調停手続について、次の各号に掲げる事

項を調停事件簿に記載しなければならない。 

 (1) 事件番号 

 (2) 受付年月日 

 (3) 当事者の氏名又は名称 

 (4) 相談手続を実施した案件であるときはそ

の事件番号 

２ センター長は、調停手続が終了したときは、

その調停手続について、次の各号に掲げる事

項を調停事件簿に記載しなければならない。 

 (1) 調停手続が終了した年月日 

 (2) 調停手続の終了の事由 

 (3) 調停の要旨 

３ 調停事件簿は、センターの会計年度ごとに、

調製するものとする。 

（期日簿） 

第 62 条 センター長は、相談期日及び調停期日

（以下この条において「相談等期日」という。）

が開催されたときは、その相談等期日につい

て、次の各号に掲げる事項を期日簿に記載し

なければならない。 

 (1) 相談等期日を開催した年月日 

 (2) 相談等期日の開始時分及び終了時分 

 (3) 相談手続又は調停手続の別 

 (4) 事件番号 

 (5) 申込人又は当事者の氏名若しくは名称 

 (6) 代理人又は補佐人が相談等期日に出席し

たときは、その代理人又は補佐人の氏名 

 (7) 担当相談員又は担当調停員の氏名 

 (8) 相談等期日の結果の概要 

２ 期日簿は、相談等期日を開催した日ごとに

作成するものとする。 

（相談手続記録） 

第 63 条 センター長は、相談手続ごとに、次の

各号に掲げる事項を相談手続記録に記録しな

ければならない。 

 (1) 相談手続の申込みを受け付けた年月日 

 (2) 事件番号 

 (3) 相談期日を開催した年月日 

 (4) 申込人の氏名（代理人又は補佐人の氏名

を含む。）又は名称 

 (5) 担当相談員の氏名 

 (6) 相談手続の実施の経緯 

 (7) 相談手続の終了の事由 

２ 担当相談員は、相談期日ごとに次の各号に

掲げる事項を記載した相談期日調書を、その

相談期日が終了した後、遅滞なく作成し、セ

ンター長に提出しなければならない。この場

合において、提出された相談期日調書は、前

項に規定する相談手続記録に編綴するものと

する。 

 (1) 事件番号 

 (2) 相談期日を開催した日時及び場所 

 (3) 申込人の氏名又は名称 

 (4) 代理人が相談期日に出席したときは、そ

の代理人の氏名（第 5 条第 2 項の規定によ

り許可された者が代理人であるときは、当

事者との関係を含む。） 

 (5) 担当相談員の氏名 

 (6) 相談手続の実施の経緯 

３ 相談申込書その他申込人から提出された書

面並びに相談手続の実施に関しセンター長及

び担当相談員が作成し、又は取得した書面（相

談手続の実施に関し申込人に通知すべき事項

を記載した書面の写しを含む。）は、相談手

続記録に編綴するものとする。 

（調停手続記録） 

第 64 条 センター長は、調停手続ごとに、次の

各号に掲げる事項を調停手続記録に記録しな

ければならない。 

 (1) 事件番号 

 (2) 調停期日を開催した年月日及び場所 

 (3) 当事者の氏名又は名称 

 (4) 代理人を選任したときは、その代理人の

氏名（第 5 条第 2 項の規定により許可され



 

 

た者が代理人であるときは、当事者との関

係を含む。） 

 (5) 担当調停員の氏名 

 (6) 調停手続の実施の経緯 

 (7) 調停手続の結果（調停手続の終了の理由

及びその年月日を含む。） 

 (8) 調停手続において請求がされたときは、

その年月日及び内容 

 (9) 調停手続において和解が成立したとき

は、その和解の内容 

 ２ 主任調停員は、調停期日ごとに次の各号

に掲げる事項を記載した調停期日調書を、

その調停期日が終了した後、遅滞なく作成

し、センター長に提出しなければならない。

この場合において、提出された調停期日調

書は、前項に規定する調停手続記録に編綴

するものとする。 

 (1) 事件番号 

 (2) 調停期日を開催した日時及び場所 

 (3) 当事者の氏名又は名称 

 (4) 代理人が調停期日に出席したときは、そ

の代理人の氏名（第 5 条第 2 項の規定によ

り許可された者が代理人であるときは、当

事者との関係を含む。） 

 (5) 補佐人が調停期日に出席したときは、そ

の補佐人の氏名及び当事者との関係 

 (6) 担当調停員の氏名 

 (7) 調停期日における調停の経緯 

 (8) 調停期日において請求がされたときは、

その年月日及び内容 

 (9) 調停期日において和解が成立したとき

は、その和解の内容 

 (10) 調停申立書の受理年月日及び応諾書の

提出年月日 

３ 調停申立書その他当事者から提出された書

面並びに調停手続の実施に関しセンター長及

び担当調停員が作成し、又は取得した書面（調

停手続の実施に関し当事者に通知すべき事項

を記載した書面の写しを含む。）は、調停手

続記録に編綴するものとする。 

４ 相談手続を実施した案件について調停手続

の申立てを受理したときは、その案件に係る

相談手続記録はすべて調停手続記録に編綴し

て保存するものとする。 

（記録の閲覧又は謄写） 

第 65 条 当事者（当事者であった者、その推定

相続人その他の一般承継人及び利害関係人を

含む。以下この条において同じ。）は、相談

手続等に関し、当該当事者がセンターに提出

した書面（電磁的記録を含む。以下この条に

おいて同じ。）、和解契約書並びに資料調査

及び測量・鑑定において作成された書面の閲

覧又は謄写（和解契約書については原本に相

違ない旨を記載した謄本の交付）をセンター

長に請求することができる。 

２ センター長は、当事者が自らセンターに提

出した書面以外の書面について閲覧又は謄写

の請求をしようとするときは、あらかじめそ

の書面を提出した当事者から、その書面の閲

覧又は謄写の請求をすることについて同意を

得たものでなければ、その閲覧又は謄写を許

可しない。 

３ 請求者（第 1 項の規定により閲覧又は謄写

の請求をする当事者をいう。以下この条にお

いて同じ。）は、次の各号に掲げる事項を記

載した閲覧・謄写請求書をセンターに提出し

て閲覧又は謄写の請求をしなければならな

い。 

 (1) 請求者の氏名又は名称、住所及び連絡先 

 (2) 閲覧又は謄写の請求をする書面の名称そ

の他当該書面を特定するに足りる事項 

 (3) 閲覧又は謄写の請求をする理由 

４ 閲覧・謄写請求書には、次の各号に掲げる

書面を添付しなければならない。 

 (1) 代理人を選任したときは、その代理権限

を証する書面 

 (2) 請求者が法人であるときは、その代表者

の資格を証する書面 

 (3) 請求者が自らセンターに提出した書面以

外の書面の閲覧又は謄写を請求するとき

は、その資料を提出した当事者の同意書 

５ センター長は、閲覧・謄写請求書及び前項

に規定する書面が提出されたときは、その内

容を審査し、不当な目的に利用されるおそれ

がある認めるときを除き、その請求を許可す

るものとする。 

 

第７章 苦情の取扱い 



 

 

 

（苦情処理） 

第 66 条 相談手続等に関し苦情がある者は、セ

ンター長に苦情を申し立てることができる。 

２ 苦情の申立ては、次の各号に掲げる事項を

記載した苦情申立書をセンターに提出（苦情

申立書に記載されている情報を、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子計算機を用

いて電磁的記録を送信する方法により提出す

る場合を含む。以下この章において同じ。）

してしなければならない。 

 (1) 苦情を申し立てる者の氏名又は名称、住

所及び連絡先 

 (2) 申し立てる苦情の概要 

３ 苦情の申立ては、口頭又は書面によりいつ

でも取り下げることができる。 

（苦情処理委員会） 

第 67 条 センター長は、苦情申立書が提出され

たとき（前条第 3 項の規定により取り下げた

場合を除く。以下同じ。）は、速やかに運営

委員のうちから弁護士運営委員 1 人以上を含

む 3 人以上 5 人以内の者を苦情処理委員とし

て指名し、その苦情処理委員を構成員とする

苦情処理委員会を組織させ、申し立てられた

苦情の調査に当たらせるものとする。 

２ 苦情処理委員会は、申し立てられた苦情に

ついて、苦情を申し立てた者、担当相談員、

担当調停員その他の関係者からの事情を聴取

し、及び相談手続等に関する記録を閲覧（セ

ンター長が苦情の調査するために相当と認め

た場合に限る。）して、その苦情の調査を実

施するものとする。 

３ 苦情処理委員会は、苦情の調査の結果を書

面によりセンター長に報告しなければならな

い。 

４ 苦情処理委員会は、前項の規定によりセン

ター長に報告した時又は苦情申立てが取り下

げられた時に解散する。 

（措置等） 

第 68 条 センター長は、苦情処理委員会の調査

結果に基づき、適切な措置を講じなければな

らない。 

２ センター長は、前項の規定により適切な措

置を講じたときは、その内容を記載した書面

を作成し、苦情を申し立てた者に手交し、又

は送付するものとする。 

（会長への報告） 

第 69 条 センター長は、申し立てられた苦情に

ついて措置を講じたときは、遅滞なく苦情の

申立ての趣旨、調査の結果及び講じた措置の

内容を会長に報告しなければならない。 

 

第８章 その他 

 

（登記手続の補助） 

第 70 条 センター長は、調停手続において当事

者間に和解が成立した場合において、その当

事者が成立した和解に基づいて分筆、地積更

正その他の登記の申請をするときは、その登

記の申請に関する助言その他の措置を講じる

ことができる。 

（改廃） 

第 71 条 本会の会長は、この規程を改正し、又

は廃止しようとするときは、運営委員会の決

議を経なければならない。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規程は、裁判外紛争解決手続の利

用の促進に関する法律第 5 条の認証を取得し

た日（平成 21 年 10 月 23 日）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この規程の施行前に申込みを受付けた

相談手続及び申立てを受理した調停手続につ

いては、なお従前の例による。 

第３条 この規程は、令和 7 年 4 月 21 日から施 

行する。 


